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【元利金一括】クレカ早期決済代行事業短期支援ファンド ID1006 
匿名組合 
 

契約締結前交付書面 

（重要事項説明書） 

 

 

「契約締結前交付書面（重要事項説明書）」（以下、「本書面」といいま

す。）は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定により、ご契約前に必ずお渡し

する書面です。本書面には、金融商品のお取引を行っていただく上で、重要

となるリスクや留意点が記載されておりますので、投資にあたっては、本書

面を十分お読みいただき、内容を十分理解されますようお願い申し上げま

す。  

お客様が締結されようとしている匿名組合契約（以下、「本匿名組合契

約」といいます。）は、SAMURAI CAPITAL MANAGEMENT1 号合同会社

（以下、「営業者」といいます。）が実施する内国法人への事業資金の貸付事

業（以下、「本事業」といいます。）から生ずる利益の分配を受けること等を

内容としています。 

但し、上記の利益の分配は確定したものではなく、営業者の業務の変動若

しくは財政状態の悪化により、利益の分配を行うことができず、又は出資金

の元本が毀損し、損失を被ることがあります。また、本事業の貸付先からの

返済が滞った場合、利益の分配を行うことができず、又は出資金の元本が毀

損し、損失を被ることがあります。そのため、本匿名組合契約においては、

出資金の元本の返還は保証されていません。 

投資にあたっては、以上のような匿名組合契約の特性（詳細は本書面をお

読みください。）を理解した上で、ご自身の知識、経験、財産の状況及び投

資目的に照らして適切であると判断する場合にのみ、お客様ご自身の責任に

おいて投資を行ってください。  

ご不明な点がございましたら、SAMURAI 証券株式会社（以下、「当社」

といいます。）までお問い合わせください。 
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（営業者） 

商  号 SAMURAI CAPITAL MANAGEMENT1 号合同会社 

住  所 東京都港区赤坂 2 丁目 17 番 46 号 グローヴ 4 階 

主な事業 投資事業組合財産の運用及び管理  

電  話 03-5259-5313 

    
（募集又は私募取扱業務受託者）   

商  号 SAMURAI 証券株式会社 

住  所 東京都港区赤坂 2 丁目 17 番 46 号 グローヴ 4 階 

主な事業 金融商品取引業 

（第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業） 

登録番号：関東財務局長（金商）第 36 号 

電  話 03-6868-5658 
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●手数料等出資者が負担する費用について 

本匿名組合契約においては、以下の費用を出資者にご負担いただきます。 

（ⅰ）振込手数料 

本匿名組合契約に基づく出資（以下、「本匿名組合出資」といいます。）に

当たっては、出資者は当社が定める取引約款規程に従い、当社にデポジット口

座を開設し、当該デポジット口座に出資金を預託する必要があります。 

当該デポジット口座への出資金の振込に当たっては、出資金の払込みに係る

振込手数料は出資者のご負担となります。 

なお、係る振込手数料は、金融機関により相違・変動するものであるため、

事前に料率等を示すことができません。 

また、当該デポジット口座から出資金、配当金又は本匿名組合契約終了によ

り償還された出資金の元本等の払出しを行うに当たっては、当該金員の払出し

に係る振込手数料は出資者のご負担となります。 

なお、デポジット口座から営業者への出資金の振込に係る振込手数料は当社

において負担し、営業者による配当金の支払い又は本匿名組合契約終了時の出

資金の元本の償還に係る振込手数料は営業者固有の財産において負担いたしま

す。 

（ⅱ）申込手数料 

本匿名組合出資に際しては、出資者から申込手数料は徴収いたしません。 

但し、営業者は、募集又は私募取扱手数料として、出資総額に対して 0.43％
に相当する金銭（消費税及び地方消費税込み）を募集終了後に、営業者の固有

財産から、費用として当社に支払います。 

（ⅲ）営業者報酬 

営業者と貸付先となる運営者との間で締結する金銭消費貸借契約（以下、

「本金銭消費貸借契約」といいます。）に基づき営業者が運営者より支払いを

受ける利息のうち、前配賦期日における出資金残高（初回利払い時は本事業開

始日における出資金残高）に対して年率 1.00％に相当する金銭（消費税及び地

方消費税込み）を営業者報酬として徴収いたします。 

また、各計算期間における匿名組合員への分配において端数調整された金銭

及び出資金の元本の一部又は全部の償還において端数調整された金銭があると

きは当該端数調整された金銭の合計額を営業者が営業者報酬として徴収いたし

ます。 
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（ⅳ）本匿名組合の損益計算に関する費用 

本匿名組合の損益計算に関する費用として次に掲げる費用を、本匿名組合の運

用財産よりご負担いただきます。なお、当該費用については、実額負担となる

ため、金額を表示できません。 

・弁護士、公認会計士、税理士又は司法書士等に対する顧問料 

・公租公課 

・その他本事業の遂行のために必要な一切の費用（金銭の借入れその他の金融

取引に伴う費用を含みますがこれに限られません。） 

●リスクについて 

本匿名組合契約に係る出資持分（以下、「出資対象事業持分」といいま

す。）は、一定の利益の分配及び出資金の元本の償還を保証しているものでは

ありません。そのため、本匿名組合契約に基づく出資金の一部又は全部に損失

が生じる可能性が存在します。 

また、出資対象事業持分は、営業者又は本事業の貸付先である運営者の業務

又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生じることとなるおそれがあ

ります。 

以下の（ⅰ）～（ⅴ）には、本匿名組合出資に関してリスク要因となる可能

性があると考えられる主な事項を記載しておりますが、本匿名組合出資に関す

る全てのリスクを網羅したものではなく、各出資者は自らの責任において、必

要に応じ弁護士、税理士、公認会計士等の専門家に相談する等して本書面に記

載された事項その他の事情を慎重に検討した上で投資判断を行ってください。 

（ⅰ）金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動

等により損失が生ずるリスク 

出資対象事業持分の価値は、営業者が金銭の貸付けを行う貸付先である運営

者に対する貸付債権の価値に連動します。一般に、金利が上昇する場面におい

ては、貸付債権の価値が下がるため、出資対象事業持分の価値も下がるおそれ

があります。 

本匿名組合契約では投資元本の補填契約及び利益の補足契約はありません。

また、本匿名組合への出資金は預金保険法上の預金保険の支払の対象とはなり

ません。 

（ⅱ）金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動

による損失の額が、出資者が預託すべき委託証拠金その他の保証金等の
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額を上回るリスク 

該当事項はありません。 

（ⅲ）有価証券の発行者その他の者の業務又は財産の状況の変化等によって損

失が生ずるリスク 

① 営業者の債務不履行に関するリスク 
営業者が故意若しくは過失、又は財務状況・信用状況の悪化等の事情によっ

て本匿名組合契約に定める債務の不履行に陥った場合、出資者は不測の損害

を被る恐れがあります。 

② 営業者の破産等のリスク 
営業者が債務超過又は支払不能に陥り、営業者につき破産、民事再生等の倒

産手続の開始決定がなされた場合には、本事業の継続の中止を余儀なくさ

れ、利益の分配はもちろん、出資金の元本の償還も行われない可能性があり

ます。 

また、出資者の出資金返還請求権及び利益分配請求権には、保証その他の担

保は付されていません。 

③ 他の出資者の破綻のリスク 
本匿名組合の組成のために営業者が本匿名組合契約と同様の様式で他の出資

者と締結する他の匿名組合契約（以下、「他の匿名組合契約」といいま

す。）に基づき営業者に対して出資している他の出資者が破産手続開始の決

定を受けた場合、商法第 541 条第 3 号により当該他の匿名組合契約は終了し

ます。本匿名組合契約においては、終了した他の匿名組合契約に係る清算金

の支払いについては、本事業の継続が不能となる時まで延期することができ

ることとなっています。 

しかし、何らかの事情により本事業の継続が不能となる前に他の出資者の管

財人等から営業者に対し出資金の返還、清算金の支払い等を請求され、係る

請求が認められた場合には、本事業へのキャッシュ・フローに影響を与える

可能性があります。 

なお、他の出資者につき破産手続開始の決定を受けた場合であっても、本匿

名組合契約の有効性には、何ら影響はありません。 

④ 貸付先の破綻のリスク 

本匿名組合契約においては、出資金の元本の償還は保証されていません。し

たがって、本事業の貸付先である運営者の破綻等による貸付債権の回収の遅

延・不能や回収コストの増大等により利益が予想を下回った場合、出資者は

出資金の元本の全部又は一部について、償還を受けられないリスクがありま
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す。 

⑤ 貸付けがノンリコースローンであることによるリスク 
本金銭消費貸借契約に基づく貸付けはノンリコースローンとして行われ、  
原則として、当該ローンの引き当てとなる貸付先の責任財産は、貸付先であ

る運営者が当該貸付けにより調達した金銭を充てて行う事業に関連する財産

に限定されます。そのため、当該事業における関係者の信用リスクの顕在化

による当該事業の収益低下や、回収コストの増大により当該事業において取

得する財産が予想を下回った場合等には、出資者は出資金の元本の全部又は

一部について、償還を受けられないリスクがあります。 

⑥ 業務委託に伴うリスク 
募集又は私募取扱業務受託者である当社は出資対象事業持分の募集又は私募

の取扱いを営業者より受託しております。出資及び配当・償還に係る出資者

と営業者との金銭の授受は、当社の運営する取引サービスを経由して行われ

ます。 

従って、当社につき破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続

等の開始決定がなされた場合等には、当社の送金事務が不能又は停滞するこ

とにより、出資者に損失が生じる可能性があります。 

⑦ 利益の分配、出資金の元本の償還事務に伴うリスク 
募集又は私募取扱業務受託者である当社は営業者からの委託を受けて出資対

象事業持分の配当・償還金に係る事務を行う予定です。しかし、何らかの理

由により出資者への分配・償還のための出資者の情報が不正確であった場

合、又は振込指定口座への振込みにオペレーション・ミスがあり、適時に事

務の履行がなされなかった場合、出資者に対する利益の分配及び出資金の元

本の償還が遅滞する可能性があります。 

⑧ 投資判断に関するリスク 
出資者は、本事業に係る営業者の意思決定について確認、調査、投資の承諾

等の関与を行うことができません。したがって、本事業への出資を決定して

いただくにあたって、営業者の行う投資判断を信任していただく必要があり

ます。 

⑨ 貸付先による期限前弁済リスク 
本事業では、営業者の貸付先である運営者から、本金銭消費貸借契約に基づ

く貸付債権に係る債務の弁済期日前に、当該債務の一部又は全部の弁済がな

されることがあります。元本額の一部の期限前弁済を受けた場合には、元本

額の減少により利息収入が低下することが見込まれ、これにより、実際の分

配額が、出資者が当初想定していた金額を下回ることがあります。 
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また、元本額が全額期限前弁済された場合には、それ以降、利息収入を得る

ことが見込めなくなります。その場合には、営業者は、出資者の利益に鑑

み、本事業を終了させることが適切であると判断する場合には、本匿名組合

契約を契約期間の満了前に終了させ、出資者への分配・償還を行うことがあ

ります。このように、一部償還、又は、本匿名組合契約の契約期間満了前に

本匿名組合契約が終了し、分配・償還が行われる場合には、実際の分配額

が、出資者が当初想定していた金額を下回り、当初想定していた利回りを下

回る可能性があります。 

（ⅳ）有価証券の発行者その他の者の業務又は財産の状況の変化等による損失

の額が、出資者が預託すべき委託証拠金その他の保証金等の額を上回る

リスク 

該当事項はありません。 

（ⅴ）その他のリスク 

① 出資者の地位には流動性がないこと 
本匿名組合契約に基づく匿名組合員たる地位及び係る地位に基づく権利は、

本匿名組合契約により、営業者の承諾がない限り、譲渡、質入れ、担保権設

定その他一切の処分をすることができません。出資者が出資対象事業持分の

譲渡を希望される場合、出資対象事業持分は流動性（換金性）が著しく低い

ため、譲渡代金が出資金を著しく下回ることや、譲渡することができない可

能性があります。 

② 突発的要因に伴うリスク 
地震、台風、干ばつ、火災等の自然災害若しくは事故、又は戦争、テロ等の

人為的災害により投資対象の経済的価値が大きく毀損し、その結果、出資者

への配当金や出資金の償還額が減少する可能性があります。 

③ 法律、税制及び政府による規制の変更のリスク 
本匿名組合契約に関する税法の規定又はその解釈若しくは運用等が変更され

た場合、出資者の税負担が増大し、その結果、出資者の受領する配当金又は

出資金の税負担考慮後の償還額に悪影響を及ぼすリスクがあります。 
また、本匿名組合契約に基づく配当金に係る源泉徴収税についての税法の規

定又はその解釈若しくは運用等が変更された場合にも同様のリスクがありま

す。 

匿名組合に関わる法律又はその解釈若しくは運用等については、将来変更に

なる可能性があり、変更になった場合、本事業の遂行に影響を及ぼすリスク

があります。 
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（ⅵ）その他の留意事項 

① 本事業に関する指図 
本匿名組合契約において本事業の遂行は営業者のみが営業者自身の裁量で行

うものであり、これらについて出資者が直接指図等を行うことはできませ

ん。 

但し、運営者が期日までに約定弁済が出来ない場合もしくは弁済が出来ない

恐れが生じたと営業者が判断した場合において、営業者が本事業に係る営業

者の運営者に対する貸付債権を当該貸付債権の簿価の 80％未満の価格で債権

回収会社（債権管理回収業に関する特別措置法（平成 10 年法律第 126 号、

その後の改正を含む）第 2 条第 3 項に定義する債権回収会社をいう）に売却

しようとするときは、営業者は予め出資者に対し当該売却について通知し、

出資者は当該売却に対する意向を表明できるものとします。但し、営業者は

当該出資者の意向に拘束されません。 

当該意向の表明は、電子メール、Alterna Bank 上の専用ページ（以下、「マ

イページ」といいます。）内の通信、又はその他当社の指定する電磁的方法

により行うものとします。 

② 貸付先への接触の禁止 
本匿名組合契約上、本事業に係る営業者の貸付先である運営者に対する貸付

債権に関して出資者と運営者が直接の接触をすることは禁止されています。

運営者から出資者に対して直接の接触があったときは、出資者は営業者に対

して通報する義務があります。 

また、出資者が当該運営者に対して直接の接触をしたときは、出資者が貸付

行為を行っているものと評価され貸金業法に違反したものとされるおそれが

あり、また、それ以降、営業者の募集するファンドへの出資ができなくな

り、「Alterna Bank」 を通じた取引も、その時点で保有している投資口の

保有を除いてできなくなります。 

③ 適合性の原則 
金融商品取引法第 40 条第 1 項第 1 号において、本匿名組合契約の締結を希

望されるお客様の投資に関する知識、経験、資力、投資目的、意向等に照ら

して、お客様が本匿名組合契約を締結することが適しているかどうかを厳格

に審査するよう求められているため、出資対象事業持分の取得に係る取引の

基準を満たさないと判断される場合は、本匿名組合契約の締結をお断りさせ

ていただくことがありますのでご了承ください。 
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●金融商品取引契約に関して出資者が預託すべき委託証拠金その他の保証金等 

該当事項はありません。 

●申込の撤回又は契約の解除（クーリングオフ）の適用の有無について 

本匿名組合契約については、金融商品取引業等に関する内閣府令第 70 条の 2
第 2 項第 5 号の規定が適用されます。 

お客様は本匿名組合契約の申込が締め切られた日（同日を含む。）から起算し

て 8 日間が経過するまでは、申込の撤回又は契約の解除を行うことができます。 

申込の撤回又は契約の解除は、Alterna Bank のマイページ上で行うことがで

きます。 

申込の撤回又は契約の解除をお申込いただき次第、当社はお客様からの本匿

名組合出資の申込の撤回又は契約解除の手続きを行います。また、お客様からお

預かりした出資金はお客様のデポジット口座に返還され、残高に反映されます。 

当該申込の撤回又は契約の解除に関しては、お客様が負担される手数料等や、

契約が解除されるまでに発生する報酬など、お客様が支払うべき対価はございま

せん。 

なお、デポジット口座から当該出資金の払戻しを行う場合には、お客様は

Alterna Bank のマイページ上で払戻しの操作を行う必要があります。当該払戻

しに係る振込手数料についてはお客様のご負担となります。 

●目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法 

本匿名組合出資のお申込金額の合計額が目標募集額（最低成立金額をいいま

す。）を下回る場合は、営業者は本匿名組合契約を解除するものとし、本匿名組

合契約は初めからなかったものとみなされます。営業者は、お客様から受け入れ

た金銭があるときは、当該金銭を無利息にて本匿名組合契約の解約後 1 ヶ月以

内に返還すれば足り、これ以外のいかなる責任も負わないものとします。なお、

当該金銭の返還に係る振込手数料については営業者が負担いたします。 

また、本匿名組合への出資は、出資のお申込順に、出資募集金額の総額に達

するまで受け付けます。本匿名組合出資のお申込金額の合計額が出資募集金額

の総額に達した時点で本匿名組合への出資のお申込の受付を停止いたします。

なお、出資のお申込の金額の一部が出資募集金額の総額を超過した場合、当該

超過部分に係る出資のお申込は無効となります。 

加えて、お客様が出資金をデポジット口座に預託している場合には、出資金は

引き続きお客様のデポジット口座に預託されます。 
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●その他の重要事項 

（ⅰ）当社のグループ会社と出資者の利害関係 

本匿名組合における営業者の貸付先となる SAMURAI ASSET FINANCE 合

同会社（以下、「運営者」といいます。）は、営業者の親会社となります。 

また、営業者及び運営者は、当社の親法人等（金融商品取引法第 31 条の 4
第 3 項及び金融商品取引法施行令第 15 条の 16 第 1 項に定める「親法人等」を

いいます。）に該当するグループ会社です。 

運営者は、本匿名組合における貸付先であることから、資金需要者の立場と

資金調達者の親会社の立場を兼任することとなります。 

（ⅱ）本匿名組合出資の申込について 

お客様がお申込されようとしている本匿名組合出資は、金融商品取引業等に

関する内閣府令第 70 条の 2 第 3 項に規定される電子申込型電子募集取扱業務

を通じてお申込いただく金融商品取引です。 

本匿名組合出資に関して、当社は電子申込型電子募集取扱業務以外の方法に

よるお申込の勧誘はいたしませんので、お客様が本匿名組合への出資を希望さ

れる場合には、Alterna Bank を通じて契約の締結をお申込いただく必要があり

ます。 

また、本匿名組合契約は当社以外の金融商品取引業者を通じて申し込むこと

はできません。 

（ⅲ）本匿名組合に関する開示について 

本匿名組合契約を締結されると、お客様は、本事業から生ずる利益の分配を

受けること等を内容とする権利として出資対象事業持分を取得します。出資対

象事業持分は、金融商品取引法上、有価証券として扱われます。 

株式や債券などの有価証券については、通常、その有価証券の発行者には、

事業内容や財務内容などを正確、公平かつ適時に開示することが義務付けられ

ていますが、本匿名組合契約に関する権利については、法令上、開示が義務付

けられておりません。 

本匿名組合では、1 年に 1 度以上、ファンド報告書を作成して、Alterna 
Bank のマイページに掲載いたします。但し、当該ファンド報告書に関する外

部監査は、ファンドの発行総額の価額が 5 億円未満となるため、行われない予

定です。 

（ⅳ）本匿名組合における配当に関して 
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本匿名組合では、本事業によって生じた収益を出資割合に応じて出資者に分

配金として配当いたします。分配金は出資元本が満つるまで元本の一部として

払戻しを行い、出資元本を超過する部分については利益の分配として分配金の

配当を行います。なお、本事業からの利益が生じていない場合に元本の一部を

払戻すことによって行われる分配金の配当（いわゆる、「タコ足配当」）は行い

ません。 

（ⅴ）中途解約、転売の制限及び出資対象事業持分の換金性 

本匿名組合では、契約期間の途中で契約を解約することはできません。 

また、出資対象事業持分の譲渡は原則としてできず、譲渡を希望したとして

も、営業者が承諾しない場合には、出資対象事業持分を第三者に譲渡すること

ができません。したがって、株式などと異なり、出資対象事業持分の換金性は

著しく低く、出資者が個々の事情により換金を希望しても、原則として、換金

することはできません。 

（ⅵ）元本毀損リスク 

本匿名組合では、お客様から出資いただいた資金を営業者が行う本事業に投

資します。営業者は予め策定した事業計画に沿って本事業を行って事業利益の

獲得を目指しますが、本事業からの利益は確定したものではなく、損失が発生

する場合があります。 

本事業が営業者の想定通りに進捗するなどして、事業利益が発生した場合に

は、当該事業利益の分配、出資元本の償還が行われますが、本事業が想定外の

事態の発生などにより事業利益が生じない場合には、本事業において損失が発

生し、出資元本が毀損するおそれがあります。 

また、本事業から発生する損失額が大きい場合には、お客様の出資元本が大

きく毀損する又は出資元本が全く償還されないことがあります。 

（ⅶ）本匿名組合の広告行為について 

当社は、本匿名組合における営業者から依頼を受けて、当該営業者から追加

の手数料を受け取って、特別に本匿名組合出資の申込に関する広告を当社のホ

ームページ等に掲載することは行っておりません。 

（ⅷ）出資対象事業持分の取得に関するその他の留意事項 

該当事項はありません。 
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 金融商品取引契約の概要 

 お客様が締結されようとしている契約は、商法（明治三十二年法律第四十八

号）第 535 条に規定される匿名組合契約です。 

 匿名組合契約とは、出資者（匿名組合員）が営業者の事業のために出資し、

営業者がその事業より生ずる利益を出資者に分配することを約束する契約形態

です。 

 お客様が締結されようとしている本匿名組合契約は、営業者が実施する本事

業から生ずる利益の分配を受けること等を内容としています。 

 但し、上記の利益の分配は確定したものではなく、営業者の業務の変動若し

くは財政状態の悪化により、利益の分配を行うことができず、又は出資金の元

本が毀損し、損失を被ることがあります。また、本事業の貸付先となる運営者

からの返済が滞った場合、利益の分配を行うことができず、又は出資金の元本

が毀損し、損失を被ることがあります。そのため、本匿名組合契約において

は、出資金の元本の返還は保証されていません。 

 お客様が本匿名組合契約を締結されると、お客様は、出資対象事業持分を取

得します。 

 但し、出資対象事業持分は原則として第三者への譲渡等の処分はできず、ま

た原則として運用中の払戻し・解約はできません。 

 以上が本匿名組合契約の概要ですが、本匿名組合契約にはこれら以外にも

様々な特性（詳細は本書面をお読みください。）がございますので、本書面を

注意深くお読みいただいて、本匿名組合契約の特性をご理解いただき、ご自身

の知識、経験、財産の状況及び投資目的等も考慮いただいた上で、お客様ご自

身の責任において、契約を締結されるようにお願い申し上げます。 
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 本匿名組合の資金使途及び営業者の事業計画の内容 

（ⅰ）本匿名組合の資金使途 
 本匿名組合は、出資者からの出資金を運営者に対する貸付資金に充当いたし

ます。 

（ⅱ）本匿名組合の営業者の事業計画の内容 
 本匿名組合において営業者は運営者との間で金銭消費貸借契約を締結し、運

営者に対して事業資金となる金銭を貸付けます。 

本匿名組合における営業者の事業計画は以下の通りです。 

【事業計画表（償還スケジュール表）】 

 

なお、上記の事業計画表は出資金額が出資募集金額の総額に達した場合を想

定したものとなります。したがって、本匿名組合における最終的な出資金額によ

っては、事業計画表にある通りの利息を得られない可能性があります。 

 
 本匿名組合に関する審査体制及び審査結果の概要 

当社は本匿名組合の組成に関し、営業者及び運営者の財務状況、事業計画の

内容及び資金使途等に関する審査を行い、本匿名組合契約について募集又は私

募の取扱いを行うことに妥当と判断しました。 

 但し、当社による当該判断は、出資対象事業の事業計画の実現を保証するも

のでありません。 

 審査内容は以下の通りです。 

（ⅰ）当社の審査態勢（審査体制、審査手続き）について 

  当社が定める「案件審査会規程」に基づき、取締役（内部管理部門を管掌

する者に限ります。）、法務コンプライアンス Section Manager、商品審査

Section Manager 及び外部の有識者を審査委員とする案件審査会を実施し、

承認を得たファンドについて募集又は私募の取扱いを行います。 

  不承認のファンドについては取扱いを行わない、もしくは不承認の理由や

課題を解決できた場合に再度、案件審査会を実施し、承認を得たファンドに

ついて募集又は私募の取扱を行います。 

  案件審査会では、営業者に関する審査資料一式を元に、下記（ⅱ）～

返済日 利息計算日数 返済額 元本 利息 残存元本
2026/7/31 165 ¥52,331,929 ¥50,950,000 ¥1,381,929 ¥0
合計 165 ¥52,331,929 ¥50,950,000 ¥1,381,929 -
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（ⅻ）の事項を審議いたしました。 

（ⅱ）資金調達者としての適格性 

  営業者は、運営者へ貸付を行う法人であり、尚且つ運営者の子会社である

ことを踏まえ、本匿名組合の事業を行うのに適格性を有すると判断しまし

た。 

（ⅲ）営業者及び運営者と当社の間の利害関係の状況 

  本匿名組合における営業者及び運営者は、当社の親法人等（金融商品取引

法第 31 条の 4 第 3 項及び金融商品取引法施行令第 15 条の 16 第 1 項に定め

る「親法人等」をいいます。）に該当するグループ会社であり利害関係（資

本関係、役員派遣関係等）が存在します。 

（ⅳ）営業者及び運営者の財政状態及び経営成績 
  営業者及び運営者から財務諸表その他の財務状況を示す資料等を取り寄せ

審査した結果、特段の問題はないと判断しました。 

（ⅴ）調達資金の額、その使途 

本募集に係る調達金額は、50,950,000 円です。なお、本募集に係る資金使途

は、上記「２．本匿名組合の資金使途及び営業者の事業計画の内容」の「（ⅰ）

本匿名組合の資金使途」に記載の通りです。 

（ⅵ）事業の計画及びその見通し 

  事業計画については、営業者による本匿名組合の事業計画を入手し、審議

した結果、特段問題ないと判断しました。 

（ⅶ）分別管理の状況（経理管理の状況を含む） 

  営業者は、出資金を匿名組合出資口座において、営業者の固有の財産とは

分別して管理する方針であること及び匿名組合契約にて営業者は出資金の分

別管理を行うことを誓約していることを確認しております。 

（ⅷ）審査により判明した具体的なリスクや注意事項等 

  上記、「●リスクについて」に記載の通りです。 

（ⅸ）適切な情報提供を行う体制 

  営業者より当社が委託を受け、1 年に 1 度以上、電磁的方法でファンド報

告書等を交付いたします。 

  また、運営者より事業状況について四半期ごとにモニタリング報告を受け

ます。 
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（ⅹ）営業者の事業計画の妥当性 

  営業者は、主として運営者への貸付によって生じた貸付債権から得られる

収益により分配金及び出資金の償還を行う予定であることを営業者より確認

いたしました。当該債権の債務者の未払いに対する措置など、当該事業計画

は妥当なものであることを確認いたしました。 

（ⅺ）目標利回り設定 

  目標利回りについては、営業者から運営者への貸付に係る貸付金利から営

業者報酬を控除して算出しております。 

（ⅻ）募集上限金額と目標募集額 

  本募集に係る目標募集金額は 10,000,000 円で、募集上限金額は

50,950,000 円です。 
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 手数料等出資者が負担する費用について 

上記、「●手数料等出資者が負担する費用について」に記載の通りです。 

 リスクについて 

上記、「●リスクについて」に記載の通りです。 

 本匿名組合契約に関する租税の概要 

 本匿名組合出資の配当金について、所得税基本通達 36・37 共－21 によっ

て、出資者が本匿名組合契約に基づいて営業者の営む事業に係る重要な業務執

行決定を行っている等、本事業を営業者とともに経営していると認められる場

合以外には、本匿名組合契約に基づき営業者から受ける利益の分配は雑所得と

することとされています。 

 また、出資者が法人の場合、法人税基本通達 14-1-3 によって、分配を受け又

は負担をすべき部分の金額を本事業によって生じる損益の計算を行う単位とな

る期間（以下、「計算期間」といいます。）の末日の属する事業年度の益金の

額又は損金の額に算入することとされています。 

※ 営業者は、出資者に対する金銭分配額から適用のある所得税（税率は復興

特別所得税を加算するため、令和 19 年 12 月 31 日までは、20.42％となりま

す。）を源泉徴収するものとします。 

※ 上記「６.本匿名組合契約に関する租税の概要」は、令和 8 年 1 月末現在の

ものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合がありま

す。 

※ 上記「６.本匿名組合契約に関する租税の概要」は法的助言、又は税務上の

助言ではありません。本匿名組合契約に関する租税の取扱いについては、税理

士等にご確認ください。 
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 本匿名組合契約の終了事由 

 本匿名組合契約は、以下の事由が発生した場合には、当然に終了します。 

① 契約期間が終了した場合。 

② 営業者に対し、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続又

はその他営業者について適用ある倒産手続の開始決定がなされた場合。但

し、再生型倒産手続の場合には、管財人等が本匿名組合契約を解約した場

合に限ります。 

③ 出資者に対し、破産手続、会社更生手続、民事再生手続、特別清算手続若

しくはその他出資者について適用ある倒産手続の開始決定がなされた場

合。 

④ 出資者について、以下の各号の事由が発生した場合で営業者がその裁量に

従い、これにより本匿名組合契約を解約する旨を書面で出資者に対し通知

した場合。 

（イ）本匿名組合契約に基づく金銭の支払義務の履行を遅滞した場合 

（ロ）本匿名組合契約に規定したその他の約束又は合意の重大な不履行又は履

行不能、又はこれらに準ずる事由（表明及び保証に違反した場合を含み

ます。）がある場合。但し、その治癒が可能である場合には、係る懈怠

又は違反の治癒を求める書面による通知が営業者から出資者に対して行

われた後 10 日間係る懈怠又は違反が継続した場合に限ります。 

⑤ 出資者及び営業者の間で所定の方法による解約合意がなされた場合。 

⑥ 本事業の目的の成功又は不能を営業者が判断した場合。 

⑦ 本匿名組合契約締結時点又はそれ以降において、出資者又は営業者が反社

会的勢力に該当又は関与し、反社会的勢力に該当又は関与した出資者又は

営業者の相手方が本匿名組合契約を解約した場合。 

⑧ その他、営業者の判断により繰上償還された場合。繰上償還した際は、目

標利回りを下回る可能性がございます。 
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 本匿名組合契約の解除について 

（ⅰ）契約の解除等 

 本匿名組合契約は、お客様が「Alterna Bank」にて申込期間内に所定の手続

に従って行ったお申込が有効なお申込として受け付けられた時点で締結されま

すが、お客様及び他の出資者の出資の申込金額の合計が、「１３．出資対象事

業持分取引契約（本匿名組合契約）に関する事項」の「（ⅲ）出資対象事業持

分取引契約の締結の申込に関する事項」に掲げる「出資募集金額の総額」に記

載される金額に達していない場合には、本匿名組合契約の締結日から募集終了

日（以下、「解除受付期間」といいます。） までに「Alterna Bank」上で申

込の取消し操作を行うことにより本匿名組合契約を解除することができます。 

 お客様が出資金を、当社で開設しているデポジット口座に預託している場合

には、出資金は引き続きお客様のデポジット口座に預託されます。 

 なお、解除受付期間経過後は、出資者は、「（ⅱ）申込の撤回又は契約の解

除（クーリングオフ）の適用の有無」に記載の方法の他は、本匿名組合契約を

解除することはできません。 

（ⅱ）申込の撤回又は契約の解除（クーリングオフ）の適用の有無 

 上記、「●申込の撤回又は契約の解除（クーリングオフ）の適用の有無につ

いて」に記載の通りです。 

（ⅲ）目標募集額を下回る場合の営業者による解除 

 本匿名組合契約に基づき出資者により払い込まれた金額及び他の匿名組合契

約に基づき有効に払い込まれた資金（本事業の開始日までに他の匿名組合契約

が解除されたことにより当該他の匿名組合契約の出資者に返還すべき資金を除

きます。）の合計額が目標募集額を下回る場合は、営業者は、本匿名組合契約

を解除するものとします。 

 係る解除がなされた場合、本匿名組合契約は当初よりなかったものとみなさ

れ、営業者は、出資者より既に受け入れた金銭があるときは、当該金銭を無利

息にて本匿名組合契約の解約後 1 ヶ月以内に返還します。なお、係る金銭の返

還に係る振込手数料については、出資者は負担しません。 

 お客様が出資金を、デポジット口座に預託している場合には、出資金は引き

続きお客様のデポジット口座に預託されます。 
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 金融商品取引業者の概要 

 

 金融商品取引業者が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 

 金融商品取引業者である当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項第 5 号に掲げる権利の募集又

は私募の取扱いです。 

 当社は、「Alterna Bank」を運営しており、お客様は本匿名組合契約締結の

申込、出資金・分配金や償還金の預託等を「Alterna Bank」より行っていただ

くことになります。 

 お客様が当社に連絡する方法 
電話番号：03-6868-5658（祝日を除く月～金曜日の 9:00~17:00） 
電子メール：support@alternabank.jp 

 当社が加入している金融商品取引業協会及び対象事業者となっている

認定投資者保護団体の有無 

（ⅰ）加入している金融商品取引業協会： 

・ 日本証券業協会 

・ 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 

（ⅱ）対象事業者となっている認定投資者保護団体： 

・ 特定非営利法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC） 

商号 ： SAMURAI 証券株式会社 

本店所在地 ： 東京都港区赤坂 2 丁目 17 番 46 号 グローヴ 4 階 

代表者 ： 代表取締役 山口 慶一 

登録番号 ： 関東財務局長（金商）第 36 号 

設立 ： 平成 14 年 2 月 22 日 
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 出資対象事業持分取引契約（本匿名組合契約）に関する事項 

（ⅰ）出資対象事業持分の名称 

【元利金一括】クレカ早期決済代行事業短期支援ファンド ID1006 
匿名組合 

（ⅱ）出資対象事業持分の形態 

 募集される有価証券は、商法（明治三十二年法律第四十八号）第 535 条に規

定される匿名組合契約に基づく出資対象事業持分です。 

（ⅲ）出資対象事業持分取引契約の締結の申込に関する事項 

出資募集金額の総額 50,950,000 円 

出資募集価格 
（1 口あたりの出資金額） 

1 円 

最低出資金額 10,000 円（10,000 口） 

追加出資単位 
（お客様が最低出資金額

以上の出資をする場合の

出資単位） 

10,000 円（10,000 口） 

上限出資金額 
（お客様が出資可能な上

限金額） 

50,950,000 円（50,950,000 口） 

 

目標募集額 
（最低成立金額） 

10,000,000 円 

申込期間 
2026 年 2 月 2 日から同年 2 月 5 日まで。 

但し、申込期間中における出資者より有効に申込ま

れた出資申込金額の合計額が出資募集金額の総額に
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到達したときは、営業者は、その裁量により、申込

期間を前倒しで終了することができます。 

申込の方法 
当社は、「Alterna Bank」を運営しており、お客様

は本匿名組合契約締結の申込を「Alterna Bank」に

より行っていただくことになります。 

当該有価証券の取得に係

る出資申込金額が出資募

集金額の総額を上回る場

合及び目標募集額を下回

るにおける出資申込金額

の取扱い方法 

上記、「●目標募集額を下回る場合及び上回る場合に

おける当該応募額の取扱いの方法」に記載の通りで

す。 

（ⅳ） 出資又は拠出をする金銭の払込みに関する事項 

① 払込口座 

払込銀行：GMO あおぞらネット銀行 法人第二営業部支店 

所 在 地：東京都渋谷区道玄坂 1－2－3 渋谷フクラス 

預金種別：普通 

口座番号：1026988 

口座名義：SAMURAI 証券株式会社 投資家預り口 
（ヨミガナ）ｻﾑﾗｲｼﾖｳｹﾝ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔ ﾄｳｼｶｱｽﾞｶﾘｸﾞﾁ 

② 払込金の取扱 

（イ）デポジット口座の開設 

出資者は、当社が定めた取引約款規程に従って、本匿名組合契約を締結す

るため、当社にデポジット口座を開設していただきます。 

なお、既にデポジット口座を開設されている出資者は、新たにデポジット

口座を開設する必要はございません。 

（ロ）出資金の預託 

出資者は、当社に対して、出資者が本匿名組合契約に申込をした出資金額

とこれに対応する申込手数料その他本匿名組合契約が成立した場合に営業

者に対して支払いが必要となる金額の合計額に相当する金銭（以下、「出
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資金等」といいます。）を預託していただきます。当社は、出資者から預

託いただいた出資金等を、自己の固有財産を保管する銀行預金口座とは別

に、他の出資者の出資金と一括して、上記の払込先の銀行預金口座にて分

別して管理します。 

上記の出資者の出資金等が預託されている銀行口座には、出資者ごとにデ

ポジット口座が割り当てられており、出資者が振込んだ出資金等は当該デ

ポジット口座に預託されます。さらに、当社は当該デポジット口座に預託

された出資金等を計算基準日に計算し、計算基準日の翌日から起算して 3
営業日以内に日証金信託銀行株式会社へ金銭信託しております。 

（ハ）営業者への出資金等の送金 

本匿名組合契約が成立した場合、当社は、営業者に対し、出資者からデポ

ジット口座に預託いただいた金員のうち、本匿名組合契約のために出資者

が出資する金額に相当する金額を当該出資者の出資金として、営業者の指

定する匿名組合出資口座に送金します。 

（ニ）営業者から送金される金銭 

営業者が出資者に対して配当する利益又は償還する出資金については、営

業者から上記の払込口座に振込まれます。当該振込まれた金銭は、各出資

者の出資割合に応じて配分され、各出資者のデポジット口座に振替えられ

ます。 

（ホ）出資金の預託状況の確認方法 

出資者は、「Alterna Bank」上のマイページにて、出資者が預託した出資

金等、営業者が出資者に対して配当する利益又は償還する出資金の預託状

況を随時確認することができます。 

（へ）出資金等の払出し 

出資者が預託した出資金等、営業者が出資者に対して配当する利益又は償

還する出資金の払出しは、「Alterna Bank」上のマイページにて、払出し

の操作を行うことにより払出しされます。払出しの際には、所定の手数料

を出資者にご負担いただきます。 

③ 出資金払込日 

デポジット口座より出資金管理口座に匿名組合員出資金の払い込みが実施され

た日となります。 

（ⅴ） 出資対象事業持分に係る契約期間 
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 本匿名組合契約の締結日から 2026 年 7 月 31 日まで。 

 運用期間終了前に営業者の判断により繰上償還される場合、当初の契約期間

についても変更となります。 

 また同日までに本事業が完了していない場合には、営業者は本匿名組合員の

同意を得ずに当社の指定する電磁的方法による通知をもって本匿名組合契約の

有効期間を最長 1 年間延長することができます。 

 なお、「７．本匿名組合契約の終了事由」に記載する終了事由が生じた場合

はその時点で本匿名組合契約は終了します。 

（ⅵ） 本匿名組合契約の解約 

 本匿名組合契約では契約期間の途中で契約を解約することはできません。 

（ⅶ） 出資対象事業持分の譲渡制限について 

 出資対象事業持分の譲渡は原則としてできませんが、営業者が承諾した場

合、出資者は、出資対象事業持分を第三者に譲渡することができます。 

（ⅷ） 損害賠償額の予定 

該当事項はありません。 

（ⅸ） 出資対象事業持分に関する権利及び責任の範囲 

① 出資対象事業に係る財産に対する監視権 

本匿名組合契約の出資者は、営業者の貸借対照表の提出を受ける（契約期

間に該当する事業年度の事業結果について、事業年度終了後 3 ヶ月以内）

ことができます。また、営業者の営業時間内に限り、営業者の貸借対照表

の閲覧を求め、業務及び財産の状況について説明を求めることができま

す。 

② 出資対象事業に係る財産の所有関係 

本匿名組合契約に係る財産の所有権は全て営業者に帰属し、本匿名組合契

約の出資者は、これに関しての持分又は所有権その他のいかなる権利も有

しません。 

③ 出資者の第三者に対する責任の範囲 

本匿名組合出資は、営業者の事業として営業者が第三者と取引を行うた

め、出資者は第三者に対して責任を負うことはありません。 

④ 出資対象事業に係る財産が損失により減じた場合の出資者の損失分担に

関する事項 

出資対象事業持分に係る財産が損失により減じた場合、出資者が保有する
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出資対象事業持分の割合に応じて損失を負担して頂きます（但し、出資者

の出資金の額を限度とします。）。 

⑤ 出資対象事業持分の内容 

出資対象事業持分の内容は、匿名組合契約に基づく匿名組合員としての地

位並びに当該契約に基づく権利及び義務になります。 

 出資対象事業の運営について 

（ⅰ）出資対象事業の内容及び運営の方針 

① 基本方針 

本事業は、営業者が、貸付先となる運営者との間で本金銭消費貸借契約を締

結し、運営者に金銭を貸し付け、営業者が運営者から、元本及び利息の支払

いを受ける事業です。 
本匿名組合出資は、当該事業からの利益（以下、「本事業利益」といいま

す。）を確保することを基本方針とします。 

② 投資態度 
営業者は、本事業における事業実施の状況及び予想される費用の変動等を総

合的に判断して投資の実行及び管理を行うことにより、事業計画上の利益を

確保し、出資者に対する出資金額償還及び配当金の支払いを実現できるよう

目指します。 

③ 運用方針 
営業者は、事業計画に従った配当金の支払いを実現できるように、リスク管

理を行って、本事業を行っていきます。 

④ 財務方針 
営業者は、総合的に判断し、必要に応じて効率的であると認められる補完的

な資金調達手段を選定します。 
営業者は、本事業を実施するために必要と認める資金の調達、本匿名組合の

運営経費の調達又は出資者に対する配当金の支払い資金の調達を目的とし

て、金銭の借入れその他の金融取引を行うことができます。 
 現預金等については、 

（イ）営業者は、修繕及び資本的支出、出資者に対する配当金、小口債務の返

済、その他本事業を運営するための一切の業務のために必要な運転資金

として、必要な現預金を常時保有するように努めます。 

（ロ）一時的な資金の保管を目的として、安全性と換金性を考慮した上で、銀

行等への預金を行うこととします。 
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⑤ 投資対象 
本匿名組合が投資を行う本事業は、営業者が実施する内国法人に対する事業

資金の貸付事業になります。 
本事業開始日における出資金合計残高から本事業に係る費用を支弁するため

に必要な額として営業者の裁量により留保した額を控除した金額を本事業へ

投資します。 

⑥ 投資制限 

有価証券の引受け及び信用取引 
営業者は、有価証券の引受け及び信用取引

を行いません。 

借入れ 
営業者の借入れについて、本匿名組合契約

上制限はありません。 

集中投資 
本匿名組合は、本事業を対象として集中投

資を行うものです。 

他のファンドへの投資 
本匿名組合では、他のファンドへの投資は

行いません。 

（ⅱ）本事業の運営体制について 

 本匿名組合は、出資対象事業持分の発行者である匿名組合の営業者と匿名組

合員である出資者との匿名組合契約の締結により成立します。出資者の出資金

は全て営業者の財産に帰属し、営業者の意思決定により、本事業に係る活動が

行われます。 
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（ⅲ）出資対象事業持分の発行者の商号、役割及び関係業務の内容 

（iv） 出資対象事業持分の運営者の商号、役割及び関係業務の内容 

 

商  号：SAMURAI CAPITAL MANAGEMENT1 号合同会社 

住  所：東京都港区赤坂二丁目 17 番 46 号 グローヴ 4 階 

代 表 者：代 表 社 員 SAMURAI ASSET FINANCE 合同会社 
     職務執行者 野村 慎 

資 本 金：110,000 円 

設  立：2018 年 9 月 20 日 

電話番号：03-5259-5312 

主な事業：投資事業組合財産の運用及び管理 

本事業における役割及び関係業務の内容：親会社への貸付及び回収 

そ の 他：営業者は、当社のグループ会社です。グループ内でのクラウドフ

ァンディング事業においては、親会社への貸付及び回収を行う営

業者の役割を担っております。 

商  号： SAMURAI ASSET FINANCE 合同会社 

住  所：東京都港区赤坂二丁目 17 番 46 号 グローヴ 4 階 

代 表 者：代 表 社 員 SAMURAI FINANCIAL HOLDINGS 株式会社 

     職務執行者 原 知之 

資 本 金：90,000,000 円 

設  立：2017 年 11 月 16 日 

電話番号：03-5259-5312 

ホームページ：https://www.safin.co.jp/ 

主な事業：貸金業（登録番号：東京都知事（3）第 31682 号） 

本事業における役割及び関係業務の内容：最終資金需要者への貸付及び回収 

そ の 他：運営者は、当社のグループ会社です。グループ内でのクラウドフ

ァンディング事業においては、最終資金需要者への貸付及び回収

を行う運営者の役割を担っております。 
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（v） 本事業から生ずる利益の配当又は財産の分配（以下、「分配等」といい

ます。）の方針 
 出資者は、出資割合に応じて、各計算期間に本事業から生じる利益の配当を

受ける権利を有し、あるいは損失を負担する義務を負います。但し、分配等

は、以下に定める金銭の配当又は出資金の償還として、それぞれ支払われるも

のとします。 

 出資者は、利益の配当又は出資金の償還によらず、分配等の請求はできない

ものとします。 

また、本事業に係る損失の分配の結果、出資者に分配された損失累計額が本

匿名組合出資の額を超過する場合においても、出資者は本匿名組合出資に係る

出資金の額の範囲内でのみこれを負担するものとします。 

① 本事業利益の配当 
営業者は、計算期間ごとに事業損益を計算し、本事業利益が生じた場合、本

事業利益は、出資割合に応じて出資者に配当します。 

② 出資金の元本の償還 
営業者は、出資者に対し、本匿名組合に係る出資金の残高から出資者が負担

すべき本事業の損失に係る金額を控除した金額を限度として、出資金の償還

を行うことができるものとします。 

③ 分配の方法 
営業者は、上記「① 本事業利益の配当」に定める本事業利益の配当について

は、「１５．出資対象事業の経理について」の「⑩ 分配等に関する事項」に

基づき、また、上記「② 出資金の元本の償還」に定める出資金の償還につい

ては本匿名組合契約の契約期間終了日の翌日から 15 営業日以内を目途に、

払込口座に現金振込みにより行い、当社は当該金銭を出資者の出資割合に応

じて、出資者のデポジット口座に振替えます。 
振込手数料は、営業者固有の財産において負担いたします。 
なお、本匿名組合の契約期間終了後、上記「② 出資金の元本の償還」に定め

る償還の後も残余の金銭があるときは営業者が営業者報酬として徴収しま

す。 
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（ⅵ）事業年度、計算期間その他これに類する期間 

本事業の計算期間は、直前の計算期間末日の翌日から配賦期日（当該日が銀

行営業日でない場合は、その翌銀行営業日）までとします。 

但し、最初の計算期間は、本事業開始日から 2026 年 7 月 31 日までの期間と

し、最後の計算期間は直前の計算期間末日の翌日から本事業の完了の日までの

期間とします。 

営業者の事業年度は、毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日までとします。 

（ⅶ）本事業に係る手数料等の徴収方法及び租税について 

 本事業に係る手数料等の徴収方法につきましては、「４．手数料等出資者が

負担する費用について」をご参照ください。 

 また、出資対象事業に係る租税については、「６．本匿名組合契約に関する

租税の概要」をご参照ください。 

（ⅷ）分別管理の方法について 

① 金銭の管理の方法に関する事項 
営業者は、出資金を以下の匿名組合出資口座において、営業者の固有の財産

と分別して管理し、本事業の目的のためにのみこれを使用します。 
匿名組合出資口座は、営業者の貸金業への出資として営業者と本匿名組合契

約を締結した出資者の出資金から、本事業に係る費用相当額を控除した上で

預け入れられる金銭及び当該出資金を原資とする営業者の貸金業に係る利益

としての金銭を管理するためにのみ維持・管理し、営業者の固有財産の管理

及び営業者の貸金業以外の他の事業のために使用しないものとします。 

匿名組合出資口座は以下の口座となります。 

［ 匿名組合出資口座情報 ］ 

銀 行 名 ： 三井住友銀行 

支 店 名 ： 日比谷支店 

所 在 地 ： 東京都港区西新橋 1 丁目 3 番 1 号 

預金種別 ： 普通 

口座番号 ： 9082033 

口座名義 ： SAMURAI CAPITAL MANAGEMENT1 号合同会社 

匿名組合投資口 

ｻﾑﾗｲｷｬﾋﾟﾀﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｲﾁｺﾞｳｺﾞｳﾄﾞｳｶﾞｲｼﾔ ﾄｸﾒｲｸﾐｱｲﾄｳｼｸﾞﾁ （ヨミガナ） 
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銀 行 名 ： GMO あおぞらネット銀行 

支 店 名 ： 法人営業部 

所 在 地 ： 東京都渋谷区道玄坂 1 丁目 2 番 3 号渋谷フクラス 

預金種別 ： 普通 

口座番号 ： 1191035 

口座名義 ： SAMURAI CAPITAL MANAGEMENT1 号合同会社 

匿名組合投資口 

ｻﾑﾗｲｷｬﾋﾟﾀﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｲﾁｺﾞｳｺﾞｳﾄﾞｳｶﾞｲｼﾔ ﾄｸﾒｲｸﾐｱｲﾄｳｼｸﾞﾁ （ヨミガナ） 
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 出資対象事業の経理について 

①  事業年度 毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで（第 1 期の事業年

度については本事業開始日から 2026 年 8 月 31 日まで）

とします（契約期間の延長又は短縮により事業年度が変

更される場合があります。）。 

② 貸借対照表 本事業は、新規の事業となりますので、現時点では該当

するものはございません 。 

③ 損益計算書 本事業は、新規の事業となりますので、現時点では該当

するものはございません。 

④ 出資対象事業持

分の総額 
本事業は、新規の事業となりますので、現時点では該当

するものはございません。 

⑤ 発行済みの出資

対象事業持分の

総数 

本事業は、新規の事業となりますので、現時点では該当

するものはございません 

⑥ 総資産額、純資

産額、営業損益

額、経常損益額

及び純損益額 

本事業は、新規の事業となりますので、現時点では該当

するものはございません。 

⑦ 出資対象事業持

分一口当たりの

総資産額、純損

益額及び配当等

の金額 

本事業は、新規の事業となりますので、現時点では該当

するものはございません。 

⑧ 自己資本比率 
及び自己資本利

益率 

本事業は、新規の事業となりますので、現時点では該当

するものはございません。 

⑨ 投資を行う資産

に関する事項 
（イ）資産の種類ごとの数量及び金額 

出資者の出資の対象となる資産は本事業における

貸付債権であり、その金額は、本金銭消費貸借契

約における貸付金額です。 

（ロ）（イ）の金額評価方法 
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日本円による貸付債権であるため、貸付債権の評

価額は、貸付債権額となります。 

（ハ）（イ）の金額が本匿名組合に係る資産の総額に占

める割合 

本事業は、新規事業となりますので、現時点では

該当するものはございませんが、本事業に関わる

貸付債権以外の資産を取得する予定はないため、

当該貸付債権の資産総額に占める割合は 100％と

なります。 

⑩ 分配等に関する

事項 

（イ）分配等の総額 

本匿名組合出資に基づく出資者に対する配当金の

額及び出資金の償還額の総額は、本事業により生

ずる利益の額によって定まります。 

（ロ）分配等の支払い方法 

上記「１４．出資対象事業の運営について」の

「（ⅴ）本事業から生ずる利益の配当又は財産の

分配（以下、「分配等」といいます。）の方針」

に規定する現金分配の方針に基づき、営業者は利

益の配当として計算された金額から租税を差し引

いた金額を、払込口座に現金振込により行うもの

とします。当社は、当該振込まれた金額を、各出

資者の出資割合に応じて配分し、各出資者のデポ

ジット口座に振替えます。なお、現金振込に係る

手数料は営業者固有の財産において負担いたしま

す。 

（ハ）分配等に対する課税方法及び税率 

「６．本匿名組合契約に関する租税の概要」を参

照ください。 

（ニ）本事業に係る金銭の配当が契約期間の末日以前に

行われる場合にあっては、当該配当に係る金銭の

支払い方法 

本匿名組合においては、契約期間の末日以前に上

記「１４．出資対象事業の運営について」の

「（ⅴ）出資対象事業から生ずる利益の配当又は
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財産の分配（以下、「分配等」といいます。）の方

針」に定める内容の金銭の配当が行われる場合、

配当された当該金銭の総額から配当された利益の

相当額を差し引いたものが償還された出資金に相

当します。 

営業者は、当該金額を、払込口座に現金振込によ

り行うものとします。当社は、当該振込まれた金

額を、各出資者の出資割合に応じて配分し、各出

資者のデポジット口座に振り替えます。なお、現

金振込に係る手数料は営業者固有の財産において

負担いたします。 

 

 事業型出資対象事業持分の取引に係る記載事項 

① 金銭の管理の方法の区分 銀行預金 

② 預金又は貯金の口座のある

銀行等の商号又は名称 

上記「（ⅷ） 分別管理の方法について」

の通りです。 

③ 預金又は貯金の口座に係る

営業所又は事務所の名称及

び所在地 

④ 預金又は貯金の名義 

⑤ 預金又は貯金の口座番号そ

の他の当該預金又は貯金を

特定するために必要な事項 

⑥ 分別管理の実施状況及び当

該実施状況の確認を行った

方法 

（イ）分別管理の実施状況 

営業者は、上記「（ⅷ）分別管理の

方法について」の通りに分別管理を

実施いたします。 

（ロ）当該実施状況の確認を行った方法 

当社は、本匿名組合契約に、営業者

が本事業に関する金銭を匿名組合出

資口座にて営業者の固有財産と分別

して管理する旨規定されていること
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及び 3 ヶ月に 1 回、営業者の銀行預

金口座の通帳の写しやインターネッ

トバンキングの履歴等を確認するこ

とにより、当該分別管理の実施状況

を確認しています。 

⑦ 出資対象事業に係る資金の

流れに関する事項 
（イ）出資を受けた金銭の使途の具体的な

内容及び当該金銭の各使途への配分

に係る方針 

出資を受けた金銭は、手数料など諸

費用を除き、すべて営業者から出資

対象事業への金銭の貸付けに使用さ

れます。営業者は、前述「金銭の管

理の方法に関する事項」に記載の匿

名組合出資口座において、出資を受

けた金銭を管理いたします。 

（ロ）出資を受けた金銭に係る送金又は管

理を行う者の商号又は名称及び役割 

商 号：SAMURAI CAPITAL 
MANAGEMENT1 号合同会

社 

役 割：匿名組合出資持分の発行及

び本営業の運営 

⑧ 出資又は拠出を受けた金銭

その他の財産に係る外部監

査の有無及び当該外部監査

を受ける場合にあっては、

当該外部監査を行う者の氏

名又は名称 

外部監査は実施しておりません。 
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 第二種金融商品取引業務に係る苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 

当社は、お客様からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応

し、ご理解をいただくよう努めています。 
当社の苦情等の申出先は、次の通りです。 

・苦情等の申出先：SAMURAI 証券株式会社 法務コンプライアンス Section 

・電話番号   ：03-6868-5658 

・電話受付時間 ：祝日を除く月～金曜日の 9:00~17:00 

・電子メール  ：support@alternabank.jp 

苦情解決に向けての標準的な流れは次の通りです。 

① お客様からの苦情等の受付 

② 当社担当者からの事情聴取と解決案の検討 

③ 解決案のご提示・解決 

また、当社は以下の団体に加入しているため、当該団体が行う苦情の処理及

びあっせんにより、第二種金融商品取引業務に関する苦情の処理及び紛争の解

決を図ります。お客様が、当該団体をご利用になる場合には、次の連絡先まで

お申出ください。 

特定非営利法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC） 

住 所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2 丁目 1 番 1 号 第二証券会館 

連絡先：0120-64-5005（祝日を除く月～金曜日の 9:00～17:00） 
以上 


